
はじめに

本年報は、民間事業者による封書やはがきなどの信書の送達事業の現状につ

いて、広く国民の皆様に知っていただくために、総務省においてとりまとめた

ものです。

封書やはがきなどの信書の送達については、明治4年（1871年）の郵便制度の

創設以来、国が郵便事業の一環として独占して実施してきましたが、「民間事

業者による信書の送達に関する法律」（平成14年法律第99号）により、平成15

年4月1日からは信書の送達事業へ民間事業者が参入できることとなりました。

民間事業者の信書便事業への参入は平成18年9月1日現在で175社となってお

ります。これらの事業者はいずれも特定のサービスのみを提供する特定信書便

事業者ですが、日本郵政公社が取扱っていない大型の信書の送達や3時間以内

での急送サービス、慶弔用の装飾を施した台紙付きメッセージカードの送達

（高付加価値サービス）など多様なサービスを提供しております。また、サー

ビスを提供する事業者の規模等についてみると、大手のトラック運送事業者か

ら自転車で引受・配達する個人営業の事業者まで多種多様であり、サービスの

提供地域についても全国で引受・配達するものもあれば、特定の地域に限定し

て引受・配達するものがあるなど様々な形態がみられます。

信書便事業への民間事業者の参入は着実に増加しているとともに、総務省に

おいても信書便制度の周知等のほか、新たな郵便における競争促進施策の検討

を行っており、18年度版においては、このような動きについても紹介しており

ます。

本年報が引き続き、国民の皆様方に広く活用され、我が国の信書便事業の現

状や信書便に関する施策についてのご理解をより一層深めていただく一助とな

れば幸いです。
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